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村松商工会女性部主催販促セミナー 

《締切間近！》１年で駅弁売上を5,000万円アップさせた 

カリスマ駅弁販売員が語る奇跡のサービス！ 

事業：新年賀詞交歓会・新春経済講演会の開催 

経営：女性部主催販促セミナーの開催 

経営：工業部会主催経営セミナーの開催 

税務：源泉所得税に係る年末調整指導会の開催 

情報：NICO事業紹介・1月度予定・金融情報等 

今月のトピックス 

無料法律相談（村松会場）のご案内 

 村松商工会（女性部）では、「NHKプロフェッショ

ナル～仕事の流儀～」に出演後、全国から講演の依頼

が後を絶たない㈱日本レストランエンタプライズ・駅

弁マイスターの三浦由紀江氏を講師にお招きし、“駅弁

販売のカリスマ”と称されるその

究極の接客・販売術について講

演いただきます。 

 小売・サービス業経営者をは

じめ、様々な業種の企画・営

業・接客担当者は必聴のセミ

ナーです。参加費は無料、どな

たでもご参加いただけますの

で、ぜひお早目にお申込みくだ

さい！ 

◆日時：平成28年１月１５日㈮ 16:00～17:30 

◆会場：村松商工会館２階大会議室 

◆講師：三浦 由紀江（みうら ゆきえ） 氏 

   （㈱日本レストランエンタプライズ「駅弁マイスター」） 

◆申込：平成28年1月8日㈮までに村松商工会へお申    

    し込みください。（TEL:58-2201） 

 

村松商工会総務委員会主催 

平成２８年度新年賀詞交歓会・新春経済講演会 
～2016年の経済展望について～ 

    村松商工会×新潟県よろず支援拠点 

    無料個別相談会【1月開催分】 

  売上拡大、経営改善、資金繰り、商品開発、創業

等、様々な経営課題について無料でご相談頂けます。 

 ぜひご活用ください！ 

■相談日時：平成28年１月１９日㈫ 13:30～16:00 

 ※相談時間は１社あたり45分です。 

 ※1/12㈫までに商工会へお申し込みください 

■対応者：辰喜 太輔 氏（税理士・中小企業診断士） 

■会場：村松商工会館 相談室 

○相談日：平成28年１月２９日㈮ 10:00～12:00 

 ※秘密厳守、相談無料です。 

○会 場：村松商工会館 相談室 

○相談員：弁護士 水内 基成 氏 

 利息の過払い請求や後継者への事業承継、遺産相

続、売掛金の回収、商品販売に関するトラブル等…こ

の機会にご相談ください。（要電話予約） 

 村松商工会では、総務委員会の主催により新年恒例

の「新年賀詞交歓会」を開催します。 

 今回は記念講演として、金融・経済、特に県内経済

の動向に精通する「㈱ホクギン経済研究所」副所長・

宗田俊弥氏を講師にお迎えし、2016年の県内経済の

見通しと中小企業経営についての「新春経済講演会」

をあわせて開催します。 

 会員皆様相互の親睦と情報交換の場として、ぜひご

出席ください。 

●日時：平成28年１月８日㈮  

①新春経済講演会 

  【16:30～17:30】 

 テーマ：2016年の経済展望   

 講師：㈱ホクギン経済研究所 

    副所長 宗田 俊弥 氏 

②新年賀詞交歓会（懇親会）   

  【17:30～19:30】 

●会場：割烹 新瀧（城町 ℡58-7191） 

●会費：4,000円（賀詞交歓会懇親会費として） 

 ※経済講演会のみ出席の場合は無料です。 

●申込：平成28年1月5日㈫まで村松商工会へお問い 

    合わせください。（TEL:58-2201） 

 …新年あけましておめでとうございます… 
旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます 

本年も変わらぬお引き立ての程宜しくお願い申し上げます 

皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます 



村松商工会    

 

 POPを書くときの基本ルール。それ

は「商品名からアピールしない」とい

うことです。青森産のリンゴを例に考

えてみましょう。 

 読み手のココロをつかむポイントは

「情報を書く順番」にあります。 

 商品に図のようなPOPをつけて比べ

てみると、事例１（商品名→商品説明

→価格）よりも。事例２（キャッチコ

ピー→内容→商品名と価格）の方が、

断然お客様の反応が良いようです。 

新年を迎え、初売りセールやキャンペーンを行うお店が

多くみられるこの時期。今回はＰＯＰ（ポップ）を書き方に

ついて考えてみましょう！ 

・・・・販促講座：第２回「ＰＯＰ（ポップ）の基本ルールとは!?」・・・・ 

 

村松商工会工業部会主催経営セミナー 

怪しい取引先の見抜き方 
～捜査の現場や震災の捜索現場で学んだリーダーシップ論～ 

 村松商工会工業部会では、刑

事を約20年経験し、独立後は

その経験を活かしたセミナーを

数多く開催する㈱Clearwoods

代表取締役の森透匡氏を講師に

迎え、ビジネスの現場において

相手が本当に信頼に値するの

か、ウソをついていないかを確

認する手法や、事件や震災の現

場から学んだリーダーシップ論

について講演いただきます。 

 工業部会新年会との併催になりますが、業種は問わ

ず、商工会員の方であればどなたでもご参加いただけ

ます（講演会のみの場合は参加費無料）。 

 取引の現場、説得、交渉の際に必ず役立ちます。ぜ

ひお申込みください！ 

◆日時：平成28年１月２９日㈮ 16:00～17:30 

※17:30から新年会を開催します（参加費3,000円） 

◆会場：割烹 新瀧（城町 TEL:58-7191） 

◆講師：森 透匡（もり ゆきまさ） 氏 

（㈱Clearwoods代表取締役「究極のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ」） 

◆申込：平成28年1月15日㈮までに村松商工会へお  

           申し込みください。（TEL:58-2201） 

平成２７年分源泉所得税に係る 

「年末調整指導会」開催 

 源泉所得税の年末調整事務に

関する個別指導会を下記の日程

により開催します。 

 商工会へ源泉税納付事務や記

帳・決算・申告事務等を委託し

ている方及び指導を受けている

方は、賃金台帳や各種所得控除証明書等の必要書類を

ご用意の上、期間中に商工会までお越しください。 

◆日程：平成28年１月４日㈪～８日㈮［５日間］  

    1/4～7…9:00～16:30 1/8…9:00～15:30 

◆納付期限：平成28年1月12日㈪（納期特例適用者の

場合は平成28年1月20日㈬） 

◆必要書類： 

 ①源泉所得税の納付書等年末調整書類 

 ②平成27年分賃金台帳（給与明細・源泉徴収簿等） 

 ③給与所得者の扶養控除（異動）申告書 

 ④給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除

申告書※生命保険や年金保険、地震保険、小規模

企業共済等の掛金の払込証明書を添付する必要が

あります。 

 ⑤（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書 

◆手数料： 

 基本料300円＋作業量割200円×人数（消費税込） 

   

「商工会員実態調査」及び「景況調査」調査票の提出にご協力ください！ 

 調査票の提出締切を平成27年12月15日とさせて頂

きましたが、まだ提出されていない方におかれまして

は至急ご回答下さるようお願いいたします。 

（調査票・返信用封筒を紛失された方は商工会までご

連絡下さい。） 

 尚、本調査に係る個人情報等については、統計以外

の目的には一切使用しませんので必ずご提出下さい。 

 商工会では、県・上部団体の指導により、すべての

会員事業所の基本情報等の整備と県及び商工会の施

策・事業運営の参考とするため、「商工会員実態調

査」及び「景況調査（県補助事業）」を実施していま

す。（平成27年12月1日発行の商工会報とともに調査

票［A3二ツ折り・青色の用紙］と返信用封筒を送付

致しました。） 

 このことから、目を引くPOPにした

いなら、商品名を最初に書くのではな

く、価格と合わせ、最後に書くように

しましょう。この考え方は、通販サイ

トで商品紹介ページを作成するときに

も応用できます。 

 もちろん、キャッチコピーを考える

ときには、「誰に、どんないいコトが

あるのか」をしっかり考えることも大

切です。⇒（次回「キャッチコピーの

『５つの法則』」） 

至急 
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社会保険（厚生年金）に関するお知らせ 

昭和１２年４月１日以前に生まれた方 
（７８歳以上の方）への周知のお願い 

 これまで、70歳以上の在職老齢年金制度は、昭和

12年4月2日以降に生まれた方を対象としてきました

が、平成27年10月1日から、昭和12年4月1日以前に

生まれた方（78歳以上の方）についても年金の在職

支給停止の対象となります。 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

【制度の仕組み】 

 老齢厚生年金を受けている昭和12年4月1日以前に

生まれた方（78歳以上の方）が、厚生年金保険の適

用事業所にお勤めになっている場合には、報酬と年金

の額に応じて、年金の一部または全額が支給停止とな

ります。（在職支給停止） 

【該当する方】 

 次の①から③のすべてに該当する方の年金につい

て、在職支給停止が適用されます。 

①昭和12年4月1日以前に生まれた方 

②適用事業所に常時お勤めの方 

③過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方 

※事業主が「70歳以上被用者該当届」が年金事務所

等に提出し、この届書に記載された報酬月額等に基

づき、平成27年12月支払いの年金から支給停止額

が計算されます。 

※平成27年9月30日以前より引き続きお勤めしている

方は、支給停止額に関する激変緩和措置が講じられ

ます。（報酬と年金の合計の10％が支給停止額の上

限です。） 

 特集：平成２８年度税制改正大綱公表 
 消費税の軽減税率の導入が決定～対象品目は外食・酒類を除く飲食料品～ 

 平成27年12月16日、自民、公明両党により平成28

年度税制改正大綱が正式決定され、平成29年4月の消費

税率10％への引上げと同時に導入される軽減税率の制

度設計が、下記の通り盛り込まれました。 

◆対象品目 

 ①飲食料品（外食と酒税法に規定する酒類を除く） 

 ②定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞 

◆軽減税率：８％（国：6.24% 地方：1.76%） 

◆「適格請求書」等保存方式（インボイス制度）導入 

 平成33年4月から、適格請求書等保存方式が導入、登

録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿

の保存を仕入税額控除の対象とする。税額計算の方法

は、適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額から

の割戻し計算の選択制とする。 

《適格請求書等保存方式導入までの経過措置》 

○請求書等の記載事項に①軽減税率の対象品目である

旨と、②税率ごとに合計した対価の額を加える。 

○売上または仕入を税率ごとに区分することが困難な

事業者に対し、売上税額または仕入税額の計算の特例

を設ける。 

《適格請求書等保存方式導入後の経過措置》 

 導入後6年間は、免税事業者からの仕入について、一

定割合の仕入税額控除を認める。 

【外食に該当するかどうかの判定例】 

 外食に該当せず 外食に該当 

牛丼店 

ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ店 
持ち帰り 店内で飲食 

そば屋 出前 店内で飲食 

ピザ屋 宅配 店内で飲食 

すし屋 持ち帰り 店内で飲食 

ｺﾝﾋﾞﾆ、ﾊﾟﾝ屋

ｹｰｷ屋等 

持ち帰り可能な状態

で販売される場合 

ﾄﾚｲで座席まで運ば

れ、返却を要する食

器で提供された場合 

フードコート ― ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ内での飲食 

屋台 屋台での軽食 ― 

出張料理、 

ケータリング 
― ○ 

 個人事業者の所得税に係る青色申告等の決算・確

定申告時期（2/16～3/15）に向け、税理士及び職員

による「決算・確定申告個別相談会」を開催しま

す。（詳細は2/1発行の会報にてお知らせします） 

●日程：平成28年２月２４日㈬・２５日㈭・２６日㈮ 

    ３月３日㈭・４日㈮・７日㈪・９日㈬ 

      ３月１０日㈭・１１日㈮（電子申告のみ） 

●会場：村松商工会館 ２階大会議室 

 ※記帳・帳票のとりまとめ等準備はお早目に！ 

平成２７年分所得税・消費税確定申告相談会 

 NICO（公益財団法人にいがた産業創造機構）では

新潟県事業引継ぎ支援センターを開設し、事業承継に

ついてのご相談をお受けします。 

【窓口相談】事業承継に関する専門家が、面談や資料

をもとに事業実態の把握や課題を抽出し、親族内承継

や第三者承継、M&Aなどの選択肢をご提示します。

また、選択内容に応じて支援機関をご紹介します。 

【事業引継ぎ支援】M&Aなどによる第三者への引継

ぎを希望される場合は、課題への助言や交渉に必要な

資料の作成を支援し、M&A支援会社・金融機関・専

門家への橋渡しを行います。 

《お問い合わせ》 新潟県事業引継ぎ支援センター   

    TEL.025-246-0080 ※事前申込が必要です 

新潟県事業引継ぎ支援センター 

★相談無料・秘密厳守★ 



商工貯蓄共済の主な特色（メリット） 

①貯蓄に重点…毎月の掛金は１口2,000円。その大部

分（共済料等控除後）は貯蓄積立金となります。 

②安心保障…万一の生命事故（死亡・高度障害）に備
え、安価な共済料で大きな保証が受けられます。 

③低利な融資…一定の条件（加入後６か月掛金納付

等）のもと、運転・設備資金等の低利な事業資金や、金

融機関との提携により、マイカーローン・住宅ローン等の

長期・低利融資を利用できます。 

「商工貯蓄共済」加入促進実施中！ 
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１月の行事予定 

 4㈪ 

～8㈮ 源泉所得税「年末調整指導会」 村松商工会館 

8㈮ 新春経済講演会・新年賀詞交歓会 村松 

14㈭ 青年部常任委員会 村松商工会館 

15㈮ 
女性部主催販促セミナー 

女性部新年会 

村松商工会館 

村松 

18㈪ 
村松建設業協同組合安全祈願祭 

村松建設業協同組合新年会 

日枝神社 

村松 

19㈫ よろず支援拠点個別相談会 村松商工会館 

21㈬ 青年部新年会 村松 

24㈰ 青年部むらまつカルタ大会 さくらんど会館 

28㈭ 新津税務署実務研修会 新津商工会議所 

29㈮ 
工業部会主催経営セミナー 

工業部会新年会 
村松 

 
 

 青年部主催 

  小学生新春！ 

   むらまつカルタ大会 
 青年部では、郷土かるた「村松かるた」で子どもた

ちに遊んでもらうことで村松の文化に関心を持ち、自

分の住む地域に誇りを持ってもらいたいという思いか

ら、小学生を対象としたカルタ大会を開催します。 

★日時：平成２８年１月２４日㈰ 

    9:30受付 9:50開始 

★会場：さくらんど会館２階和室 

★参加費：無料（全員に参加賞あり） 

★ルール：①『村松かるた』を使います。 

     ②学年ごとにグループに分かれて対戦 

      します。 

★申込：平成28年1月13日㈬までに商工会へお電話か

FAXにてお申し込みください。 

    （TEL:58-2201 FAX:58-8409） 
商工会費・労働保険料 

第３期分納入のお知らせ 

 第３期分の商工会費と労働保険料（事務委託事業

所）の納入期日は下記のとおりです。 

 労働保険料につきましては、分納を申し込まれてい

る事務委託事業所の方へ１月中旬に納入通知書を送付

いたしますので、通知書に記載の金額を期日までお納

めください。 

納入期日：平成２８年２月１日㈪ 

※口座振替実施日になります。現金納付の方は期日までに

商工会へお納めください。 

※代表者や振替口座に変更がある場合はお早目に商工会ま

でお知らせください。また、雇用保険適用事業所におい

て、従業員の雇入れ・退職の事実があった場合は、雇用保

険資格取得・喪失の手続き（別途手数料を頂戴します）を

行いますので、随時お知らせください。 

 

 

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入促進を行っています。 

 近年、不況や後継者難による廃業の増加が顕著となり、村松商工会の会員数も減少しています。 

 つきましては、皆様の周りで商工会に未加入の方や新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられまし

たら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。 

 ご連絡いただければ、事務局が商工会事業・指導内容等のご説明に伺います。まずは商工会までお知らせく

ださい。 

★商工会員募集へのご協力のお願い★ 

主催年金事務所 
（予約先電話番号） 

会 場 相談日 時 間 

五泉市福祉会館 21㈭ 10:00～15:00 新潟東年金事務所 
（025-283-1014）  

阿賀町役場本町 27㈭ 10:00～15:00 

１月の年金相談のご案内 

日本政策金融公庫（金融情報） 

  国民生活事業の貸付利率（平成27年12月9日現在） 

   ◆普通（一般）貸付…貸付限度額 4,800万円 

      運転資金：５年以内/1.25～1.85％ 

      設備資金：10年以内/1.35～1.95％ 

   ◆経営改善貸付…貸付限度額 2,000万円 

      運転資金：７年以内/1.15％ 

      設備資金：10年以内/1.15％ 


